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防府市空家等の適正管理に関する条例 新旧対照表 

現     行 改 正 後（案） 備    考 

防府市空家等の適正管理に関する条例 

 

防府市空家等対策の推進に関する条例 ・法の名称に合わせます。 

（目的） 

第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、市の

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進

し、もって生活環境の保全及び安全で安心なま

ちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（目的） 

第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、市の

空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を

定めることにより、生活環境の保全及び安全で

安心なまちづくりの推進に寄与することを目的

とする。 

 

・法第一条の表現に合わせます。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 空き家 本市の区域内に存する建築物若し

くはこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないもの又はこれらに

準ずる状態にあるもの及びこれらの敷地（立

木その他の土地に定着する物を含む。以下こ

の条において同じ。）をいう。ただし、国又は

地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

（定義） 

第二条 この条例において、「市民等」とは、市内

に居住するもの、市内に通勤若しくは通学する

もの又は市内で事業活動その他の活動を行うも

の若しくは団体をいう。 

２ この条例における用語の意義は、法において

使用する用語の例による。 

 

・「空き家」「空家等」を、法第二条で規

定する「空家等」に統一します。 

・「管理不全な状態」「防犯上の措置が必

要な空き家」は、法第十三条で「管理

不全空家等」が規定されたため、削除

します。 

・「特定空家等」「所有者等」は、法第二

条で規定されているため、削除します

。 

・現条例第三条の「事業者」「自治組織」

「市民活動団体等」を、「市民等」にま
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二 空家等 空き家のうち法第二条第一項に規

定する空家等をいう。 

三 管理不全な状態 そのまま放置すれば倒壊

等保安上危険となるおそれのある状態又は衛

生上有害となるおそれのある状態、適正な管

理が行われていないことにより景観を損なっ

ている状態、不特定の者が侵入することによ

り火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状

態その他の周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態をいう。 

四 特定空家等 空家等のうち法第二条第二項

に規定する特定空家等をいう。 

五 防犯上の措置が必要な空き家 管理不全な

状態の空き家のうち戸又は窓が開放されてい

る、敷地内にある著しく繁茂した樹木が放置

され、周囲の死角となっているその他の不特

定の者が侵入することにより火災又は犯罪が

誘発されるおそれがあると認められる空き家

をいう。 

六 所有者等 所有者又は管理者をいう。 

七 市民等 市内に住所を有し、又は市内に通

勤し、通学し、若しくは滞在する個人をいう。

ただし、空き家の所有者等を除く。 

とめて整理します。 

（相互協力） 

第三条 市、空き家の所有者等、事業者、市民等、

  

・新条例第六条で規定します。 
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自治組織及び市民活動団体等は、空家等に関す

る対策に相互に協力して取り組むものとする。 

（所有者等の責務） 

第四条 空き家の所有者等は、当該空き家を管理

不全な状態にならないように、自らの責任と負

担において適正に維持管理をしなければならな

い。 

２ 空き家の所有者等は、当該空き家が管理不全

な状態にあるときは、自らの責任と負担におい

て、直ちに当該管理不全な状態を解消しなけれ

ばならない。 

 

 

 

・新条例第三条の後に規定します。 

（市の責務） 

第五条 市は、次条に規定する空家等対策計画に

基づき、空家等の発生の予防、空き家の利活用

の促進及び空き家の適正な管理の促進に係る支

援その他の空家等に関する対策を実施し、並び

に空き家に関する必要な措置を適切に講じなけ

ればならない。 

（市の責務） 

第三条 市は、空家等の発生の予防、適切な管理

及び活用の促進に関する対策の実施その他の空

家等に関して必要な措置を講じなければならな

い。 

 

・法第四条の表現に合わせます。 

 （所有者等の責務） 

第四条 所有者等は、自らの責任において空家等

を適切に管理するとともに、その活用に努めな

ければならない。 

 

・「管理不全な状態」の定義の削除に伴い、

内容を整理します。 

・空家等の活用に努める規定を追加します

。 

 （市民等の責務） 

第五条 市民等は、空家等の発生の予防に努める

 

・「管理不全な状態」の定義の削除に伴い、
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とともに、適切な管理が行われていない空家等

があるときは、市にその情報を提供するよう努

めるものとする。 

現条例第八条の内容を整理します。 

・空家等の発生予防に努める規定を追加し

ます。 

・空家等の情報提供の規定を努力義務に変

更します。 

 （相互協力） 

第六条 市、所有者等及び市民等は、この条例の

目的を達成するため、相互にその責務を理解し

、協力するものとする。 

 

・「市民等」の定義の変更に伴い、現条例第

三条の内容を整理します。 

（空家等対策計画） 

第六条 市長は、法第六条第一項の規定に基づき

、及び市の講ずる空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を

定めるものとする。 

（空家等対策計画） 

第七条 市長は、法第七条第一項の規定に基づき

、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するため、空家等対策計画を定めるものとす

る。 

 

・法第七条の表現に合わせます。 

（防府市空家等対策協議会） 

第七条 法第七条第一項の規定に基づき、及び市

長が必要と認める事項に関する協議を行うため

、防府市空家等対策協議会（以下この条におい

て「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員十五人以内で組織し、委員（市

長を除く。以下この条において同じ。）は、法第

七条第二項に規定する者のうちから市長が委嘱

する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（空家等対策協議会） 

第八条 法第八条第一項の規定による協議及び市

長が必要と認める事項に関する協議を行うため

、防府市空家等対策協議会（以下この条におい

て「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、委員十五人以内で組織し、委員（市

長を除く。以下この条において同じ。）は、法第

八条第二項に規定する者のうちから市長が委嘱

する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

・専門の委員で構成する部会の設置ができ

る規定を追加します。 

・法第八条の規定を踏まえて表現を変更し

ます。 
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４ 委員は、再任されることができる。 

５ 協議会に会長を置き、会長は、協議会の会議

を招集する。ただし、会長の任期満了後最初に

行われる協議会の会議は、市長が招集するもの

とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 協議会に会長を置き、会長は、協議会の会議

を招集する。ただし、会長の任期満了後最初に

行われる協議会の会議は、市長が招集するもの

とする。 

６ 協議会は、専門の事項に関する協議を行うた

め必要があると認めるときは、部会を置くこと

ができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織に

関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

（空き家の情報の提供） 

第八条 市民等は、管理不全な状態にあると認め

られる空き家があるときは、速やかに市にその

情報を提供するものとする。 

  

・新条例第五条で規定します。 

（空き家に関する調査等） 

第九条 市長は、前条の規定による情報の提供が

あったとき又は第四条第一項に規定する管理が

行われていない空き家があると認めるときは、

当該空き家の所有者等を把握するための調査そ

の他当該空き家に関しこの条例の施行のために

必要な調査を行うことができる。 

  

・法第九条で規定されているため、削除し

ます。 

第十条 市長は、法第九条第一項及び前条の定め

るところにより、空き家の外観の状況を把握す

るため、当該職員又はその委任した者に空き家

の外観の調査を行わせることができる。 

（外観調査） 

第九条 市長は、法第九条第一項の定めるところ

により、空家等の所在及び状況を把握するため

、当該職員又はその委任した者に空家等の外観

 

・現条例第十条及び十二条の規定のうち、

外観調査に関する規定をまとめて整理

します。 
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の調査を行わせることができる。 

２ 前項の規定により調査しようとする者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない

。 

３ 第一項の規定による調査の権限は、犯罪捜査

のために認められたものと解釈してはならない

。 

第十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度

において、当該職員又はその委任した者に、防

犯上の措置が必要な空き家と認められる場所（

敷地に限る。）に立ち入って調査をさせることが

できる。 

２ 市長は、前項の規定により当該職員又はその

委任した者を防犯上の措置が必要な空き家と認

められる場所に立ち入らせようとするときは、

その五日前までに、当該空き家の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該

所有者等に対し通知することが困難であるとき

は、この限りでない。 

 ・現条例第十一条第一項の立入調査は、法

第九条に規定されているため、削除しま

す。 

・現条例第十一条第二項の立入調査は、「防

犯上の措置が必要な空き家」の定義の削

除に伴い、削除します。 

第十二条 前二条の規定により調査しようとする

者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

２ 前二条の規定による調査の権限は、犯罪捜査

 ・現条例第十条とまとめて整理し、新条例

第九条で規定します。 
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のために認められたものと解釈してはならない

。 

（空き家の所有者等に関する情報の利用等） 

第十三条 市長は、固定資産税の課税その他の事

務のために利用する目的で保有する情報であっ

て氏名その他の空き家の所有者等に関するもの

については、この条例の施行のために必要な限

度において、その保有に当たって特定された利

用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。 

２ 市長は、この条例の施行のために必要がある

ときは、関係する地方公共団体の長その他の者

に対して、空き家の所有者等の把握に関し必要

な情報の提供を求めることができる。 

  

・法第十条で規定されているため、削除し

ます。 

（空き家に関するデータベースの整備等） 

第十四条 市は、空き家に関するデータベースの

整備その他空き家に関する正確な情報を把握す

るために必要な措置を講ずるものとする。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十条 市は、法第十一条の規定に基づき、空家

等に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置

を講ずるものとする。 

 

・法第十一条の規定に基づくことを規定し

ます。 

 

（所有者等による空き家の適正管理の促進） 

第十五条 市長は、法第九条又は第十条若しくは

第十一条の規定により空き家を調査した場合に

おいて、当該空き家が管理不全な状態の空き家

（特定空家等又は防犯上の措置が必要な空き家

であるものを除く。以下この条において同じ。）

  

・法第十二条で規定されているため、削除

します。 
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であると認めるときは、当該管理不全な状態の

空き家の所有者等に対し、空き家の適正管理を

促進するための情報の提供又は助言を行うこと

ができる。 

（特定空家等に対する措置） 

第十六条 市長が行う特定空家等に係る助言、指

導、勧告、命令及び行政代執行は、法第十四条の

定めるところによる。 

  

・法第二十二条（旧法第十四条）で規定さ

れているため、削除します。 

（防犯上の措置が必要な空き家に対する措置） 

第十七条 法第十四条第一項から第十三項まで（

第十項を除く。）の規定は、防犯上の措置が必要

な空き家について準用する。この場合において

、法第十四条第十三項中「行政手続法（平成五年

法律第八十八号）」とあるのは「防府市行政手続

条例（平成八年防府市条例第二十六号）」と読み

替えるものとする。 

  

・「防犯上の措置が必要な空き家」の定義の

削除に伴い、削除します。 

（公表） 

第十八条 市長は、法第十四条第九項及び前条の

規定により準用する法第十四条第九項の規定に

より行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、代執行令書による

通知をしたときは、次に掲げる事項を公表する

ものとする。 

一 命令に従わない者の住所及び氏名（法人に

あっては、主たる事務所の所在地並びに名称及

（公表） 

第十一条 市長は、法第二十二条第三項の規定に

よる命令をしたときは、次に掲げる事項を公表

するものとする。 

一 市長が必要と認める場合にあっては、命令を

受けた者の住所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏

名） 

二 特定空家等の所在地 

 

・第一号から第四号までの事項を公表する

時期を「代執行令書による通知をしたと

き」から「命令をしたとき」に変更しま

す。 
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び代表者の氏名） 

二 命令の対象である特定空家等又は防犯上の

措置が必要な空き家の所在地 

三 命令の内容 

四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める事項 

三 命令の内容 

四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める事項 

（協力要請） 

第十九条 市長は、必要があると認めるときは、

市の区域を管轄する消防長又は警察署長に法第

九条及び法第十四条の規定により市長が行う措

置並びに第十条、第十一条及び第十七条の規定

により準用する法第十四条の規定により市長が

行う措置に関する情報を提供し、当該空き家に

ついて管理不全な状態を解消するために必要な

協力を要請することができる。 

  

・新条例第十四条で規定します。 

（応急措置） 

第二十条 市長は、空き家の管理不全な状態に起

因して、人の生命、身体若しくは財産に危害が

及ぶことを避けるため又は地域における防災上

、防犯上若しくは生活環境の保全上の支障を除

去し、若しくは軽減するため緊急の必要がある

と認めるときは、当該空き家の所有者等の負担

において、これを避けるために必要最小限の措

置を自ら行い、又は当該職員若しくは委任した

者に行わせることができる。 

（緊急安全措置） 

第十二条 市長は、管理不全空家等又は特定空家

等の状態に起因して、人の生命、身体若しくは

財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要

があると認めるときは、当該所有者等の負担に

おいて、これを避けるために必要最小限の措置

を自ら行い、又は当該職員若しくはその委任し

た者に行わせることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該管

理不全空家等又は特定空家等の所在地及び当該

 

・現条例第二十条の「応急措置」を、「緊急

安全措置」と「軽微な措置」に分け、そ

れぞれ現条例第十二条、第十三条に規定

します。 

・「管理不全な状態」の定義の削除に伴い、

対象を「管理不全空家等」「特定空家等」

に変更します。 
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２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空

き家の所在地及び当該措置の内容を当該空き家

の所有者等に通知（所有者等又はその連絡先を

確知することができない場合にあっては、公告

）しなければならない。 

３ 第一項の措置を行おうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

措置の内容を当該所有者等に通知（所有者等又

はその連絡先を確知することができない場合に

あっては、公告）しなければならない。 

３ 第一項の措置を行おうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

 （軽微な措置） 

第十三条 前条（第二項を除く。）の規定は、市長

が適切な管理が行われていない空家等について

、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移

動、立入禁止のための措置その他の軽微な措置

を講ずることにより地域における防災上、防犯

上又は生活環境の保全上の支障を除去し、若し

くは軽減することができると認めるときについ

て準用する。 

 

・現条例第二十条の「応急措置」を、「緊急

安全措置」と「軽微な措置」に分け、新

たに規定します。 

 （協力要請） 

第十四条 市長は、必要があると認めるときは、

市の区域を管轄する消防長又は警察署長に第十

二条又は法第九条若しくは法第二十二条の規定

により市長が行う措置に関する情報を提供し、

協力を要請することができる。 

 

・「防犯上の措置が必要な空き家」の定義の

削除に伴い、現条例第十九条の内容を整

理します。 

・緊急安全措置に適用できる規定を追加し

ます。 

（委任） 

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この

（委任） 

第十五条 この条例に定めるもののほか、法及び
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条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

（過料） 

第二十二条 第十七条において準用する法第十四

条第三項の規定による命令に違反した者は、五

万円以下の過料に処する。 

２ 第十一条第一項の規定による立入調査を拒み

、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の過料に

処する。 

  

・「防犯上の措置が必要な空き家に対する

措置」の定義の削除に伴い、削除します

。 

 


